
退職時の証明（法第２２条第１項）

  

■退職証明書の交付

労働者が退職した場合に在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したとき

は使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。

なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
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証 明 事 項

① 使用期間

② 業務の種類

③ 当該事業における地位

④ 賃金

⑤ 退職の事由（解雇の場合に

あっては、その理由を含む）
労働者の請求しない事項を記入してはならない。


